
そんな会社のお悩みを解決します！

e

２０１９年４月１日現在

必要な時に 
必要な額だけ 
使いたい 

 「特別口」 

法人 
個人事業主さま 

専用 

急な支払いに 

備えたい 

銀行に行く 
時間がない・・・ 

            ・ご利用限度額の範囲内で、 
             何度でもご利用いただけます。 

            ・ご契約極度額 
             ５００万円以内（１０万円単位） 

            ・当行のＡＴＭで、 
             お借入れ・ご返済ができます。 

何度でも 

最大 
５００万円 

A T M 



以下の①～⑥の条件をすべて満たす法人または個人事業主の方

　①同一事業を２年以上営んでいる方

　②当行と預金取引が６か月以上ある方

　③直近２期のいずれかの決算において利益（法人は経常利益、

　　個人事業主の方は所得金額）を計上している方

　④山梨県信用保証協会の保証が受けられる方

　⑤本保証を含め信用保証協会のご利用残高が３，０００万円以内

　　である方

　⑥その他当行所定の要件を満たす方

当行本支店の窓口またはATMで、お借入・ご返済ができます。

ご契約限度額までは、何度でもご利用いただけます。

お使いみち 事業に必要な運転資金

ご契約極度額 ５００万円以内（１０万円単位）※平均月商の３か月以内

ご融資利率 当行所定の変動金利を適用させていただきます。

以下の①、②の方法にてご返済ができます。

　①元金は、随時、お取引店の窓口、または、ATMでご返済

　　（千円以上千円単位）

　②ご利用限度額に応じた一定の返済金額を、毎月、口座引落し

　　によりご返済

担保 山梨県信用保証協会の保証

原則として、

　●法人の場合：代表者　　●個人事業主の場合　：不要

保証料 ご融資の際に、別途山梨県信用保証協会の保証が必要となります。

２０１９年４月１日現在

（P）２０１９．４．１

保証人

※　審査の結果、ご希望にそえない場合がございますのであらかじめご了承ください。

●○商品のご案内○●

ご利用方法

お申込み
いただける方

ご返済方法

＜受付時間＞ 【お問い合わせ先】 
 


